
拡 大 教 授 会 

 

 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ｂ２号） 

３．研究費不正使用の注意喚起（研Ｂ４号） 

４．各委員会報告「広報委員会」 

５．令和６年度有形固定資産の実査について（経Ｂ１号） 

６．「アジア・ウェルビーイング研究（ヤクルト）」寄付研究部門の設置について（研Ｂ３号） 

７．その他 

・PEAK 学生募集停止に係る提案 

・教養教育高度化機構「アクティブラーニングニュースレター」の発行について 
  

 

 ○ 議題 

１．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任期に関する規則の一部改正について（総Ｂ５号） 

２．東京大学大学院総合文化研究科に置かれる講座の組織を定める内規の一部改正について（総Ｂ６号） 
３．東京大学における教員の任期に関する規則の一部改正について（総Ｂ７号） 
４．各学科等教務内規改正について（教Ｂ１号） 
５．その他 
 ・2025 年度総務委員会及び拡大教授会開催日程等（案）について（総Ｂ８号） 

 

 

教 授 会 
 
○ 議題 
１．次期副研究科長予定者の選挙について（総Ｂ３号） 
２．次期評議員予定者の選考について（総Ｂ４号） 

 
○ 教員人事 

講   師    報  告     ９件 

准  教  授       報  告    ５０件 

教   授    報  告    ８７件 

          

計１４６件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２５年１月１６日 



 [ 拡大教授会 ]        

委 員 会 関 係 

 

 教 務 委 員 会  
 

財  務  委  員  会   
  
 教 育 研 究 経 費 委 員 会   

 
 情 報 基 盤 委 員 会   
 
 入 試 委 員 会    
 
 学 生 委 員 会   

 
      三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 
      運 営 委 員 会  

 
 図 書 委 員 会   
 

 前 期 運 営 委 員 会 
 
 後 期 運 営 委 員 会  

 
 建 設 委 員 会   
 
 環 境 委 員 会   
 

 防 災 委 員 会  
 
 そ の 他  

 

広  報  委  員  会  ・駒場「2024」原稿執筆依頼について 
                 

 
 

 

 
 
 

 



拡大教授会および教授会議事要旨(案) 

日 時   ２０２４年１２月１９日（木） １５：３５～１８：１６ 

場 所   Ｚｏｏｍ会議 

出席者     ２５１名 

 

議 題 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

研究科長から、１２月５日、１２月１９日開催の総務委員会について説明・報告があった。 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 

研究科長から、１１月２６日、１２月１０日、１２月１７日開催の研究科長・学部長・研究所長合

同会議について、資料（総Ａ１号）（総Ｂ３号）（総Ｂ４号）に基づき説明・報告があった。 

３．全学環境安全衛生管理室等会議・事故災害報告 

環境安全管理室鳥井寿夫室長から、資料(総Ｂ５号) に基づき報告があった。 

 ４．研究費不正使用の注意喚起  
   研究科長から、資料（研Ｂ３号）に基づき報告があった。 

５．各委員会報告 

・増田建財務委員会委員長から、2024 年度 年度末執行に係る伝票等締切日について、資料（経Ｂ 
１号）に基づき説明があった。 

   ・岡本拓司入試委員会委員長から、令和７年度入試に伴う臨時措置（駒場キャンパス）について、 

資料（教Ｂ１号）に基づき説明があった。 

   ・岡本拓司入試委員会委員長から、令和７年度大学入学共通テスト監督補助者募集について、資料

（教Ｂ２号）に基づき説明があった。 

 ６．その他 
 ・研究科長から、大学院総合文化研究科・教養学部における「学生に対するセクハラ・性暴力等を原因と 

する過去の刑事罰、行政処分及び懲戒処分に係る申告書」等の取扱いについて説明があった。 
 ・増田建副研究科長から、研究情報管理（RIM）システムの運用について、資料（研Ｂ４号）に基づき説 

があった。 
 ・増田建副研究科長から、1号館オールジェンダートイレについて説明があった。 
 

○ 審議事項 

１．スプリット・アポイントメントの更新申請について  

   寺田寅彦副研究科長から、資料（総Ｂ９号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 

 

以下､教授会構成員対象の議題です。 

 
教授会 
 
〇議 題 
１．次期副研究科長予定者の選挙について 
 次期副研究科長予定者の選挙がなされた。 

２．次期副研究科長ならびに次期評議員の選考日程について 
   研究科長から、資料（総Ｂ８号）に基づき説明があった。 
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〇教員人事 
    講   師    提  案     １件          

准  教  授       提  案     ２件 

報  告    １４件  

教   授    提  案     １件         

         報  告    ２４件 

計４２件 

 

 

         以上 
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研究科長・学部長・研究所長合同会議

令和7年01月07日 （火） 15:00～

議題及び資料

 学内外情勢

学内外情勢

０１

(資料1)

総長

2-1:第4期中期計画の変更（概要）、2-2:国立大学法人東京大学の中期計画新旧対照表、
2-3:国立大学法人東京大学第4期中期目標・中期計画

０２

(資料2)

 第4期中期計画の変更

  ＊審議
相原理事

 東京大学教育研究評議会内規等の一部改正（意見照会）０３

＊審議

(資料3) 教育研究評議会内規等の一部改正について（意見照会）

総長

4-1:東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部を改正する規則（案）、
4-2:（参考）学生向け通知（案）

０４

(資料4)

 東京大学における検定料、入学料及び授業料等の費用に関する規則の一部改正  

　＊審議
森山理事

東京大学大学院工学系研究科組織規則の一部を改正する規則（案）

０５

(資料5)

  東京大学大学院工学系研究科組織規則の一部改正

　＊審議
津田理事

 2025年度総長補佐の推薦依頼

2025年度総長補佐の推薦について（依頼）

０６

(資料6)

＊報告
津田理事

 第3回東京大学債券の起債報告

第3回東京大学債券の起債報告について

０７

(資料7)

＊報告
菅野理事

 日本教育パスウェイズ・ネットワークへの参加

日本教育パスウェイズ・ネットワークへの参加について

０８

(資料8)

＊報告
林理事

 共用研究設備システムの研究設備情報の新規登録・確認

共用研究設備システムの研究設備情報の新規登録・確認について（照会）

０９

(資料9)

＊報告
齊藤理事

 「東京大学知的財産報告書2024」の発行

10-1:「東京大学知的財産報告書2024」の発行について、10-2:東京大学知的財産報告書2024

１０

(資料10)

＊報告
染谷執行役

 ヘイト発言や差別的な言動についての注意喚起

ヘイト発言や差別的な言動についての注意喚起

１１

(資料11)

＊報告
林理事

その他

（1）第3回東京大学地域連携シンポジウムの開催

第3回地域連携シンポジウム 地域課題の解決に向けて～大学は何ができるのか～

１２

(資料12)

津田理事
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研究費の不正使用の注意喚起 

過去に不正認定された事例に学び、不正使用とならないように注意しましょう。 
 
＜横領・詐欺編＞ 

兵庫県立大学で発生した事例 

✖ 職員は、適正な請求書等の使いまわし、複写、請求書の偽造等により架空の支出伺い
を作成し、虚偽の説明により現金払いの支出決議を得て、銀行窓口で現金の払い出し
を受け、詐取するなどした。 

✖ 職員は自身が通帳等を管理する銀行口座の名義人（自身の次男及び自身の友人）を研
究補助者とする謝金支払い申請書等の偽造により、架空の支出決定伺い等を作成し、
謝金を当該口座に振り込ませ、詐取した。 

✖ 職員は自ら店舗に出向き教員名で図書カードを発注し、その場で図書カードを受け
取り、詐取した。 

✖ 職員は教員との残高確認作業において、改ざんした収支簿の提示、虚偽の説明等を重
ねることにより、当該職員提示の残高が正当であると教員に納得させていた。 

【手法】 
(ｱ) 現金引出しによる横領を行うため、虚偽の説明により、銀行窓口における現金引出し

又は銀行の払戻請求書及び振込用紙を用いた振込による支出決議を得ていた。 
(ｲ) 教員のものではない印鑑（当該職員私物）による押印や教員名の署名を当該職員が行

うなどにより各種書類を偽造した。 
(ｳ) 物品受領に際して、図書カード受領にあたり、一人で店舗に出向いて受領し、他の職

員には現物確認済みで間違いがないことを言い含めて納品書に押印させていた。 
(ｴ) 不正事案に係る経理伝票及び証拠書類の多くをファイルに編綴せず、退職時には箱に

「溶解」と記して倉庫奥に隠し入れ、不正の発覚を妨げた。 
【補足】 

・ 本件は、科研費の管理事務を担当していた職員が、その立場を利用して科研費を横領
したほか、請求書を偽造するなど関係者を欺き詐欺行為を行ったものです。 

・ 不正使用額は 600 万円を超え、大学は刑事告発を行うこととしています。 
・ 当該職員は、科研費事務を継続して担当しており、担当する教員や上司、同僚から科

研費事務に関する信頼関係が築き上げられていたことも背景にあります。 

文科省 HP に記載されている過去の研究機関における不正使用事案 
https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm 

研B4号
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東大財決発第１３号

令和６年７月２ ９日

  

事務（部）長・主査 殿

財 務 部 長

令和６年度有形固定資産の実査について

東京大学固定資産管理規程第６条第７号及び第２４条に基づき、別紙実施要領のとおり実施

くださるようお願いいたします。

令和６年１月５日付事務連絡「有形固定資産管理に関する点検強化について」でもお知らせし

ておりますが、複数部局において不適切な事案（虚偽の実査完了報告、物品番号票（備品シー

ル）の長期間に亘る未発行・未貼付、資産の除却漏れ等）が過去に発覚しており、実査の重要

性については繰り返し注意喚起を行っているところです。このような事案は本学の財務諸表の

真実性を担保することを妨げることとなりますので、各部局においては実査の意義を改めてご理

解いただき、適切に実査を実施くださるようお願いいたします。実査結果を踏まえた管理方法の

是正や帳簿記録の修正については、速やかに適切な対策を講じていただくようお願いいたしま

す。

有形固定資産の管理・点検については、昨年度に引き続き、内部監査の確認事項にも含める

予定です。

資産情報が適正に管理されていない資産については、国立大学法人総合損害保険（国大協

保険）の補償対象とならない可能性があるため、リスク管理の観点からも、実査の重要性につい

て改めてご理解くださるようお願いいたします。

（関係資料）

東京大学固定資産管理規程

東京大学動産管理事務取扱要領

令和 6年 1月 5日付 事務連絡「有形固定資産管理に関する点検強化について」

＜問い合わせ先＞

財務部決算課資産会計チーム

担 当 ： 舛谷・矢吹・白木・谷中

E-mail ： shisankaikei.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

経Ｂ１
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2043664703
テキストボックス
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（別紙） 

 

 

令和６年度有形固定資産の実査に係る実施要領 

 

 

東京大学固定資産管理規程第２４条に基づく令和６年度有形固定資産の実査については、この

要領により行うものとする。 

 

１．実査の実施 

 １）有形固定資産について、当該部局の管理する資産の実査を行い、現品の確認、管理状況の

適否、帳簿記録の正否を実地に確かめるものとする。 

 ２）なお、今回の実査に限らず、資産管理責任者が必要と認めた場合は、随時実査を実施するも

のとする。 

 

２．実査の意義 

１）現品の有無や管理状態の適切性について実地に確認し、本学の「財産」及び「資産台帳」を適

正に管理する。 

２）「資産台帳」と帳簿記録の整合性を確認し、期末決算に正しい帳簿記録を反映することで、財

務諸表において有形固定資産の正確な財務情報を開示する。 

 

３．実査対象 

 勘定科目 備考 

対象資産 工具、器具及び備品、機械及び装

置、 車両及び運搬具、船舶、航空

機、生物 

○ 国より承継された物品及び平成１６

年４月１日から実査実施年度７月末

までに取得したもの。 

○ 前年度末までに簿価が１円になった

ものは対象外とする（ただし、「受託

研究」「受託事業」「共同研究」財源の

ものについては別添「受託研究費等

で取得した資産の実査について（耐

用年数判定表）」を参照すること）。 

 美術品（文化財建物を除く）、収蔵品 ○ 平成１６年４月以降取得分（国から

の譲与分は除く）  

対象外資

産 

不動産（土地、建物、建物付属設備、

構築物）、少額備品、無形固定資産

（ソフトウェア等）、リース資産 
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４．実査の方法 

１）部局資産担当は、次の手順による実査の実施計画を策定し、事務部門の責任者へ報告する。 

２） 実査の手順 

＜実査リストの作成・配布＞ 

□ 部局資産担当は、全体スケジュールや固定資産実査リスト（様式１）（以下「実査リスト」と

いう）を作成する。進捗状況を資産担当係・チーム内で可視化する。 

□ 部局資産担当は、実査の実施スケジュールについて教授会等部局内会議に付議し、部   

局内全体で、必要な実施体制を整える。 

□ 部局資産担当は、７月末までに取得した有形固定資産について、８月末までに資産登録

をし、使用責任者別に実査リストを作成の上、各使用責任者に配付する。その際、資産

担当係・チーム内で配布完了を確認する。 

 

＜現物確認＞ 

□ 事務部全体で実査強化週間・月間等を設けて集中的に点検する。 

□ 事務と研究室が相互に資産管理状況（故障等がないか、既に廃棄されたものはないか、

保管場所に変更はないか等）、備品シールの貼付等を確認する。 

□ 各使用責任者は、配付された実査リストに基づいて、現品の確認、資産の管理状況（著

しい破損等の有無、保有場所変更の有無等）について複数名で調査を行う。調査の際、

現品の確認ができなかったもの及び管理状態が良好でなかったもの、管理状況に変更

があったものについては実査リストの「実査欄」にその旨を記載する。調査終了後実査リ

ストを部局資産担当に期日までに提出する。 

 

＜実査リストの回収・台帳修正＞ 

□ 提出された実査リストの「実査欄」に記載された差異の内容について、使用責任者等にヒ

アリングを行い、また必要に応じて自ら現品の確認を行うなど差異の原因を明確にしたう

えで、改善策を含めた処理方針を策定する。 

□ 部局資産担当は、回収した実査リストをもとに、差異の内容について修正処理を行う。財

務会計システム及び資産管理システム上変更の必要なものについては速やかに手続を

行う。 

□ 実査リストの回収状況・資産台帳の修正処理状況を資産担当係・チーム内で可視化し把

握する。 

 

＜資産管理責任者・本部へ報告＞ 

□ 部局資産担当は、回収した実査リストを添付して実査完了の決裁をとる等、資産管理責

任者に報告を行う。  

□ 部局資産担当は、実査の完了報告について教授会等部局内会議に付議する。 

□ 本部への報告を行う（様式２）。資産担当係・チーム内で報告完了を共有する。 
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５．実査スケジュール 

   ８月～       スケジュール・実査リストを作成 

   ９月上旬～    教授会等会議にて部局内に周知。実査リストを各使用責任者に配付 

   １０月上旬頃   実査の実施 

   １２月中旬頃   各使用責任者より実査リストの回収等 

   １月下旬頃    修正作業等の完了・資産管理責任者への報告（部局内決裁） 

   １月～       教授会等、部局内会議にて報告   

   １月下旬迄    資産管理責任者から本部への報告（Forms） 

   ※以上のスケジュールは目安であり、各部局の日程に合わせて実施する。 

 

６．報告 

提出期限 ： 令和７年１月３１日（金） 

提出先   ： https://forms.office.com/r/znVtyqNfJA 

※上記リンクから「（様式２）実査完了報告書」をアップロードして下さい。  

 

７．その他 

１）実査リストについては、財務会計システムの「資産一覧表」を使用し、作成すること。なお、各

部局にて美術品・収蔵品に係る一覧表を出力する際は別添の「資産一覧表出力マニュアル」

を参照すること。 

２）平成２２～２６年度、および令和５年度に「大学運営費」で取得した資産（資産台帳での財源表

記は「運営費交付金」）については、「国立大学法人東京大学の運営費交付金及び授業料に

関する取扱要領」に基づき、決算整理上「運営費交付金」から「授業料」へ一部資産台帳の財

源表記を変更しているが、発行済みの物品番号票（資産シール）の財源表記を修正する必要

はない。 

３）まだ配付・貼付をしていない物品番号票がある場合は、実査リストを各使用責任者に配付す

る際に併せて配付するなどの措置を遅滞なく講じること。 

４）貸付等により遠方にある資産についても、現地使用者が現物確認を行う、もしくは現物確認

のための写真を送付してもらい確認する等の方法で実査を実施すること。 
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令和 6 年 9 月 19 日 
経理課用度チーム 

 
 

 

令和６年度有形固定資産の実査実施スケジュール（教養学部） 
 
 
 

８月 30 日迄 スケジュール・実査リストを作成 
９月 19 日 教授会等会議にて部局内に周知 
９月 20 日 実査リストを各使用責任者に配付 

実査の実施 
11 月 22 日 各使用責任者より実査リストの回収 
12 月 27 日迄 事務部による実査（実査強化月間） 
１月 15 日迄 修正作業等の完了・資産管理責任者への報告（部局内決裁） 
１月 16 日 教授会等、部局内会議にて報告 
１月 31 日迄 資産管理責任者から本部への報告（Forms） 
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（２０２５年１月８日 スポーツ先端科学連携研究機構（UTSSI）運営委員会承認時点） 

        （寄付講座等様式） 
                                    【新規】 

東京大学スポーツ先端科学連携研究機構（大学院総合文化研究科・教養学部） 
「アジア・ウェルビーイング研究（ヤクルト）」寄付研究部門の概要 

1. 設置年月日 
（設置期間） 

２０２５年４月１日 
（２０２５年４月１日～２０２８年３月３１日） ３年間 

2.  部局名 東京大学スポーツ先端科学連携研究機構 
（東京大学大学院総合文化研究科・教養学部） 

3.  寄付講座等の名称 （和文）アジア・ウェルビーイング研究（ヤクルト）寄付研究部門 
（英文）Asia Wellbeing Research（Yakult）Endowed Research Section 

4.  寄  付  者  株式会社ヤクルト本社 代表取締役社長 成田 裕 
5.  寄附者の概要 （1）設立年月日  昭和30年4月9日 

（2）資 本 金  311億1,765万円（令和6年11月22日現在） 

（3）収  益   503,079百万円（令和6年3月期） 

（4）従業員数   2,810人（令和6年3月31日現在） 

（5）事業の内容（概略） 

乳製品、食品、化粧品、医薬品などの製造・販売ほか 
6. 寄 付 金 額 総 額  ６０，０００，０００円 
7. 寄付方法及び時期 現金で納入（分割） 

２０２５年４月  ２０，０００，０００円 
２０２６年３月  ２０，０００，０００円 
２０２７年３月  ２０，０００，０００円 

8. 担当教員 特任准教授（予定）       １名選考中 

特任准教授（兼務）      佐々木 一茂 

9. 研 究 目 的 アジアにおける次世代のプロバイオティクス・健康モデル実現のための研

究と社会実装を一体的に推進し、健康長寿社会の実現に向けた研究とし

て、ヘルスケアとウェルビーイングの現状を科学的に分析する方法論を構

築し、地域・学校・職域の健康教育の社会実装を行い、学際教育プログラ

ムの開発と次世代人材育成に資する基盤的データと知見を提供すること

を目的とする。 
10. 研究内容･研究課題 1.（データ）アジアの健康意識とウェルビーイングの関係性について、持

続可能性評価指標を構造化することで、定量的・定性的に検討し、「アジ

アウェルビーイングバロメーター」という指標を設計する。日本とマレー

シアでの定量調査、地域間比較分析（生活習慣、医療アクセス、幸福度ス

コア、QOL 調査）、因果分析（食生活や健康行動がウェルビーイングに与

える影響）などの調査項目や分析フレームワークの精緻化を図る。 
2.（社会実装）健康経営、人的資本、健康教育を核とし、地域・学校・職

域において、研究成果に基づいた健康意識向上の啓発活動や運動を中心と

した予防医療プログラムの設計を支援する。食生活や運動習慣など、生活

習慣への介入を通じて、持続可能な健康社会のモデルを構築し、それを社

会実装する学術基盤を整える。ヘルスケアデータの統合利活用をしながら

アジアの研究機関との連携とネットワーク基盤構築を進め、社会全体に健

康意識を広げる実践的なプロジェクトを展開する。 
3.（学際連携）大学院総合文化研究科「アジアでがんを生き延びる」「Cross-

研B3号
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boundary Cancer Studies」の学際連携講義を軸として、講義録を論文化

し、学際教育プログラムの開発を行う。オムニバスかつ Web を活用した

講義を通した官民連携の基盤人材育成や、アジアの大学との多面的な人材

交流により、アジアのヘルスケア領域の底上げと次世代の人材育成の基盤

構築を目指す。 
4.（政策提言・新規課題の創出）運動科学とヘルスケアの融合の知見の研

究成果をエビデンスとして位置付ける政策概念を創出する。UICC（国際

対がん連合）Asia Regional Office やAsia Cancer Forum の国際連携活

動とも連動しながら、ウェルビーイングの実現を社会全体で目指す機運を

高め、UTSSI の多岐にわたる研究者・研究課題との連携による研究成果

の国際発信と新たなウェルビーイング研究課題の創出を目指す、マルチス

テークホルダープラットフォームの役割を果たす。 
11. 期待される成果 アジア独自の健康行動や食生活が身体的・精神的ウェルビーイングに与え 

る影響を定量化し、地域間の格差を可視化することで、ウェルビーイング 
の阻害要因が明らかとなり、解決策の開発につながることが期待される。 
本講座においては、「がん」を社会課題として捉え、学際的な研究の柱と 
するが、運動や栄養はがん予防、治療後のQOL 向上や再発防止に寄与す

ることが科学的に示されており、がん患者に対する運動療法の確立や、ス

ポーツや栄養の観点も含めた心理的・社会的支援モデルの開発（がん患者

の復職支援プログラム等）など、医療DX とも親和性が高く、超高齢社会

における新たなヘルスケアの形を具体的に提示しやすい。生活習慣全体に

関わるがんリスク評価や運動効果のモニタリングシステムを開発するこ

とで、ヘルスケア全般に資する個別化された支援プログラムの開発も期待

される。将来的には、ヘルスケアの社会的価値を経済的に算出する仕組み

や、意思決定に資するデータ解析手法の開発を進め、多様なステークホル

ダー間での協働を促進できる枠組みの提案を目指す本研究部門の理念は、

東京大学が有する先端学術・技術を結集し、その成果を近未来の人類が直

面する諸課題の解決に活用することを目指すUTSSIの理念と合致してお

り、運動・スポーツの科学とヘルスケアとの融合による持続可能な社会構

築をリードし、国内外を問わず健康長寿社会の実現に貢献できる部門とな

ることが期待できる。 

12. 備         考  
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2025 年 1 月 10 日 

PEAK 学生募集停止に係る提案 
教養学部長 

真船文隆 殿 
   理事・副学長 

森山 工 

１．本提案の趣旨 

○ 2012 年秋季にスタートした英語のみで学位取得が可能な学部教育プログラム PEAK
（Programs in English at Komaba, 教養学部英語コース）は、教育国際化を推進する取り組みで
あり、その全学事業としてのあり方の一方で、教養学部を主体とする体制によって運営されて
きた。すなわち PEAK は、大学本部と教養学部とがともにオーナーシップを有する位置づけと
なっている。 

○このため、PEAK に係る全学的かつ制度的なあり方を検討する上では、大学本部と教養学部と
が協議しつつ、必要に応じて一方から他方に提案をなすという形式が適切であると考えられる。 

○これを踏まえ、本提案は、PEAK 学生募集停止という PEAK 存廃に係る重要事であることから、
大学本部として教養学部に提案をなすものである。 

２．PEAK の動向（規模の小ささと、それを解消する方途としての定員化・科類化の構想） 

○ PEAK は、2019 年 6 月に国際的なボードによる外部評価を受審した。評価結果は、2019 年 7
月 24 日付け「REVIEW OF PEAK」によって明らかとなるが、そこには、PEAK が抱える構造
的な問題点として、PEAK の規模の小ささに起因する全学的なインパクトの弱さが挙げられて
おり、ひいては本学において PEAK の意義（visibility）が認識されない事態となっていること
が、最重要の課題として指摘されていた。 

○これを受け、教養学部では 「PEAK 教育改革検討ワーキング」 （座長：太田邦史教養学部長（当
時））を設置し、改善案の検討をおこなった。複数の改善案が示されたが、もっとも意欲的なも
のとして、現状の PEAK の学生規模の小ささを是正するべく、前期課程に「国際科類」を新設
して、PEAK 学生を定員化する案が提示された。これは、2020 年 3 月 30 日付け「外部評価結
果を踏まえた PEAK 教育改革の方向性について」（PEAK 教育改革検討ワーキンググループ答
申書）に示されている。 

○その後 2023 年 5 月には、当時の研究科長特任補佐（ 「教育の国際化」担当）である成田大樹教
授の私案として、本学の教育国際化をいっそう推進するために、１学年あたり定員 100 名程度
の「国際科類」を創設するという案が示されている。 

３．大学本部の動向（ 「College of Design」の実現に向けた取り組み） 

○ 上述した「PEAK 教育改革検討ワーキング」の検討動向を受け、五神真総長（当時）の名前に
おいて PEAK 外部評価チームへの応答をおこない、外部評価チーム委員からのさらなるフィー
ドバックを得て、2021 年度から 2022 年度にかけて PEAK 教育改革のあり方を検討した。 

○ その一方で 2023 年夏季から、 『UTokyo Compass』に示された教育の方向性と、文部科学省「国
際卓越研究大学」への申請方針との兼ね合いにおいて、教育国際化にも資する取り組みとして
「College of Design」構想が浮上した。 

○ 「College of Design」構想は、それが 「国際卓越研究大学」に採択されるか否かにかかわらず、
本学が実現させるべきものであるという藤井輝夫総長の強い意思とリーダーシップにもとづい
ている。このため 2023 年度夏季以降、教育改革の文脈においては、1 学年あたり定員 100 名の
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国際学生・国内学生を集めた、英語のみで教育を施す「College of Design」の創設に論議が集中
してきた。 

○これを受け、2023 年度から 2024 年度にかけ、設置等に係る認可の基準の一部改正（2022 年 10
月）にともなう収容定員超過状態の是正を図りつつ、 「College of Design」構想を実現させるべ
く、「College of Design」に入学定員 100 名を措置するために、全学的な学生定員調整がおこな
われた。 

４．現状での PEAK の位置づけ 

○以上の経緯により、PEAK について論議されていた学生の定員化ならびに 「国際科類」構想は、
学生定員のさらなる調整をおこなうことが不可能であるという点で、実現の見通しが立たなく
なった。 

○ 1 学年あたりの学生数実績が 30 名程度の PEAK を教育国際化に係る「小規模プログラム」と
呼び、他方で 1 学年あたり 100 名程度の「College of Design」を教育国際化に係る「中規模プ
ログラム」と呼ぶとする。その場合、前記のことは、 「小規模プログラム」としての PEAK をそ
のまま「中規模プログラム」に拡充するという構想に見通しが立たなくなったことを意味して
いる。 

○そうであるにしても、教育国際化という観点から見れば、それに係るプログラムを、学生定員
化とともに「中規模レベル」に制度化して拡大するという理念は、「College of Design」構想に
引き継がれていると考えることができる。このため、本学の教育国際化をよりいっそう制度化
して拡大するという観点についていえば、PEAK の取り組みは、結果として 「College of Design」
構想に発展的に吸収され得るものと考えることができる。現に、受験資格をもつ者の幅につい
ても、入学後のカリキュラムにおける専門性の幅についても、「College of Design」は PEAK よ
りもはるかに広い設定となっており、PEAK を包摂しうるものとなっている。 

５．大学本部からの教養学部に対する提案 

○以上の現状認識に鑑みて、学生数の定員化が結果的になされてこなかった「小規模プログラム」
としての PEAK はその先駆的な教育国際化に対する役割を終えたものと考え、今後の本学の教
育国際化の一端は、学生数の定員化をともなう「中規模プログラム」としての「College of Design」
に一本化したい。 

○これにともない、PEAK の学生募集を停止したい。具体的には、 「College of Design」開設予定
である 2027 年秋季から、PEAK は学生を受け入れないこととしたい。そのために学生募集停
止について広報周知するのは、2025 年春季から夏季にかけての適切な時点とする。また、すで
に在籍する PEAK 学生については、PEAK はそれらの学生の卒業まで存続することとなる。 

○ PEAK に配分されてきた総合文化研究科・教養学部の専任教員ポスト、ならびに専任教員人件
費を中心とする予算は、原則として従来どおりとする。ただし、PEAK 学生募集停止から最終
的な PEAK 終了までの経過期間、また、経過期間終了後については、別紙のような取り扱いを
提案する。 

○ PEAK の学生募集を停止することにともない、教養学部前期課程では PEAK 学生は入学しな
くなる。しかしながら、前項のように、原則として PEAK に配属されてきた教員は教養学部に
残るため、これらの教員を中心とした教養学部前期課程における教育のあり方や、教養学部後
期課程ならびに大学院総合文化研究科での教育のあり方については、とくに英語のみで学位取
得が可能な教育プログラムの維持と展開という観点によりつつ、PEAK 専任教員等を中心とし
て教養学部において検討していただきたい。 
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○すでに在籍する PEAK 学生が、学生募集停止の広報周知と前後して動揺をきたすことは必至で
あるので、この点での学生のケアは、PEAK ならびに教養学部において適切におこなっていた
だきたい。学生のケアについては、必要とあれば大学本部もこれに参加するものとする。 

○同様に、PEAK/ GPEAK の卒業者・修了者が動揺をきたすことは強く予想されるので、卒業者・
修了者コミュニティの継続的な維持について、PEAK/ GPEAK ならびに総合文化研究科・教養
学部には格段の配慮を求めたい。前述した本学における教育国際化の「小規模プログラム」か
ら「中規模プログラム」への発展的な吸収という観点からすれば、PEAK/ GPEAK の卒業者・
修了者コミュニティを「College of Design」の卒業者・修了者コミュニティに統合するという可
能性もあると思われる。この点の検討と実現については、大学本部としても最大限の情報提供・
情報共有と部局間調整をおこなうこととする。 

以 上 

 

 

 

【参考】PEAK に係る工程表 
 

 2024年 2025年 2026年 2027年 備考 

 

PEAK 

夏季/学生募集⇒ 冬季/入試⇒ 秋季/入学    PEAK通常プロセス 

 夏季/学生募集⇒ 冬季/入試⇒ 秋季/入学   PEAK通常プロセス 

 夏季/学生募集停止の広報        ⇒       秋季/入学停止 PEAK廃止プロセス 

参考）College of Design  春季/設置広報⇒ 設置審・学生募集⇒ 冬季 /入試⇒ 秋季/入学   
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別紙 

 

PEAK 終了後の PEAK 専任教員の処遇について（提案） 

 

【経緯と現状の認識】 

〇 2011 年度（平成 23 年度）から、教養学部前期課程学生の国際化推進という名目で PEAK 担
当教員の人件費 （恒久的な運営費（総長裁量経費））が配分されることになった。その額は段階
的に引き上げられ、2015 年度（平成 27 年度）までに 1,000 万円×11 人が配分されることにな
った。なお、この総長裁量経費は総合文化研究科（教養学部）への第一次配分予算に組み込ま
れている。 

〇 当初は、この経費を用いて PEAK 担当教員を任期付きの特任教員として雇用した。しかしな
がら、教育国際化を一層推進するためには、任期なしの専任教員を確保すべきであるという部
局内の議論が高まったため、別途部局で用意した専任ポスト（恒久採用可能数）を用いて、当
該特任教員を段階的に専任教員に振替えるという措置がとられた。 

〇 これ以外に、ポスト再配分によって教養学部に措置され、教養学部のポストとして恒久化され
た 1 ポストがあり、PEAK を主務とする専任教員がそのポストに就いている。 

〇 上記の振替の結果、もともとは大学本部から措置されたものであるとはいえ、現状においては、
ポスト再配分によって教養学部に措置されたポストを含め、PEAK を主務とする教員が使用し
ているポスト等は総合文化研究科（教養学部）の恒久採用可能数（またはそれを財源化したも
の）となっている。 

〇 なお、第一次配分予算に組み込まれている総長裁量経費は、上記の振替により、PEAK を主務
とする専任教員には使われていないものの、もともとの専任ポストに就いていた外国語教育担
当外国人教員の特任人件費など、PEAK/GPEAK 運営費や教養学部の教育国際化推進のために
充当されている。 

○ したがって、PEAK 発足当初に大学本部から措置された人件費相当の予算は、総合文化研究科
（教養学部）の自助努力によって、恒久採用可能数（またはそれを財源化したもの）に置き換
えられている。また、当該の第一次配分予算は、PEAK/GPEAK 運営費や教育国際化推進に活
かされている。 

 

【PEAK 終了までの経過期間に係る提案】 

○ PEAK 学生募集停止から、最後の学生が PEAK 前期課程を修了するまでの経過期間について
は、PEAK を主務とする専任教員の処遇は従前どおりとする。 

 

【PEAK 終了後に係る提案】 

○ PEAK が目指した教育国際化の理念が、結果的に「College of Design」へ発展的に吸収される
という前例のない事態に鑑みれば、PEAK 終了後に総合文化研究科（教養学部）から学内他部局
へ教員が異動するという特例的な事案が生ずる可能性がある。このような事案が生じた場合に
は、異動先部局がポストまたは人件費を用意するのか、あるいは異動元である総合文化研究科
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（教養学部）で設定しているポストまたは人件費とともに異動するのか、また、後者の場合、当
該教員が本学を退職したあとにポストまたは人件費を総合文化研究科（教養学部）に戻すのか否
か等、特例的な検討が必要となるものと思われる。したがって、こうした事案が生ずる場合には、
当該教員・異動元部局である総合文化研究科（教養学部）・異動先部局の三者で合意をとりつつ
対応し、必要に応じて大学本部も対応プロセスに立ち会うものとする。 

○ PEAK 終了後に、定年その他の理由で総合文化研究科（教養学部）を退職する PEAK 専任教員
については、そのポストまたは人件費は総合文化研究科（教養学部）で適切に管理するものとす
る。 

- 18 -



1 

AL 
NEWSLETTER 

       

u アクティブラーニングニュースレター 
学習効果を高める方法の一つとしてアクティブラ

ーニングがあります。アクティブラーニングは駒場

アクティブラーニングスタジオ（KALS、東京大学
駒場キャンパス 17号館 2階）といった特別な設備が
あるところで行うこともありますが、通常の教室で

も行えます。授業の一部にアクティブラーニングを

とりいれる際に、参考になるように、本ニュースレ

ターでアクティブラーニングのさまざまな方法や関

連する話題をお知らせいたします。気になる記事が

ありましたら、東京大学教養学部附属教養教育高度

化機構 Educational Transformation(EX)部門（旧ア
クティブラーニング部門と初年次教育部門・自然科

学教育高度化部門が統合する形で 2023年 4月に新
設）までお問い合わせください。（若杉） 

u アクティブラーニングとは？ 
アクティブラーニングとは、データ・情報・映像

などのインプットを、読解・ライティング・討論を

通じて分析・評価し、その成果を統合的にアウトプ

ットする能動的な学習のことです。 
講義でのインプットに対して、試験や課題でアウ

トプットすることは普段から行われていると思いま

すが、それだけで深い理解を獲得させるのはなかな

か困難です。アクティブラーニングでは、その途中

に読解・ライティング・討論など、学生が中心にな

って行う活動を取り入れることにより、より深い理

解を獲得させるものです。一人で読んだ時は気がつ

かなかった観点を他の学生の見方から知ったり、他

の学生の発表に質問することでより広がりをもって 
問題を捉えることができるようになります。 
単に討論をすればアクティブラーニングになるわ

けではなく、どのように進めれば有効かについてさ

まざまな知見があります。このニュースレターで

は、そのような方法をいくつか紹介していきます。

（若杉） 

u EX部⾨活動報告 
2024年度前半の EX部門のアクティブラーニング
関連の活動を紹介します。 

 

アクティブラーニング型授業モデルの開発 
EX部門では、授業の開講を通して、アクティブラ
ーニング型授業のモデル開発や試行を行っていま

す。2024年度 Sセメスターは、3授業を開講しまし
た。各授業の概要やアクティブラーニング型授業モ

デルについて得られた知見を簡単に紹介します。 

(1) 全学⾃由研究ゼミナール/⾼度教養特殊演習:  
未来の学びを考える 

「未来の学びを考える」（担当教員：中澤明子）

では、教育・学習について過去や現在の状況を理解

した上で、10年後の未来の学びがどうなるかを自分

なりに考えること、その過程で自身の教育・学習経

験をふり返って教育・学習の理論に位置づけること

を目的としました。昨年度までは「文献講読編」、

「理論と事例編」と分けて開講しました。今年度か

らは、二つの授業を統合して開講しています。 
授業は、未来の学びを考える手がかりを得るため

の文献講読（第 2 回〜第 5 回、第 7 回）と事例（第 6
回、第 8 回〜第 9 回）、その後の議論の 3パートに
分かれています。 
まず、第 1 回のガイダンスの後、第 2 回〜第 5

回、第 7 回はジグソー法を用いた文献講読を行いま

した。第 6 回、第 8 回〜第 9 回の授業は、ゲスト講

師による講義を行いました。第 6 回はゲーム学習、

第 8 回はものづくりワークショップやプログラミン

グ教育、第 9 回は学校現場でのアクティブラーニン

グや ICT活用について、3 名の講師の方にそれぞれ

お話しいただきました。 

〜 ⽬次 〜 
u アクティブラーニングニュースレター(p.1) 
u アクティブラーニングとは？      (p.1) 
u EX 部⾨活動報告  

・ アクティブラーニング型授業モデルの開発
(p.1) 

・ ワークショップの開催(p.3) 
u 今後の活動予定(p.4) 
u 書籍『つくって学ぶアクティブラーニング』の

お知らせ(p.4) 
u  
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第 10 回の授業では、これまでも行ってきた「作品

をつくって行うふりかえり」（AL NEWSLETTER 
Vol.7, No.4）の活動を行いました。 
第 11 回、第 12 回は受講生一人ひとりが 10年後の

未来の学びについて考え、議論する授業回です。ど

ちらの授業回も生成 AIを使った学習活動を行いまし

た（参照：AL NEWSLETTER Vol.9, No.2）。また、
どちらの授業回でも受講生は、自分の未来の学びの

考えをさらに深めるために、ほかの人から意見を聞

きたい、あるいは議論したい質問を考えました。そ

して、3〜4人ずつ 4つのグループに分かれ 10分程度

議論するセッションを 7 回行いました。ワールドカ

フェを援用したやり方で、受講生は 7セッションの

うち 2セッションでホスト役となり、自分が考えた

質問をグループメンバーに問いかけ、意見をもらっ

たり議論したりして、自分の考えを深めるための情

報を得ました。各セッションでグループメンバーが

変わるので、多くの人から意見をもらう機会になり

ました。第 12 回の授業は、個人での活動の内容が第

11 回と異なりました。第 12 回の授業では、受講生が

最終課題を作り始めました。そして、その内容を生

成 AIに評価してもらい、それを踏まえて他の人から

意見を聞きたい、あるいは議論したい質問を考え、

議論しました。第 13 回の授業では、その時点で考え

ている 10年後の未来の学びをグループの中で発表し

てもらい、相互コメントする活動を行いました。 

 
第 11回の授業で⽤いたワークシートの⼀部 

 
 今回の授業では、考えるきっかけを提供する目的

（AL NEWSLETTER Vol.9, No.2と同様）、学生の

成果物を評価する目的で生成 AIを使用しました。ま

た、ワールドカフェを援用したディスカッションを

取り入れ、グループメンバーが変わる複数セッショ

ンを行うことで多くの人からコメントをもらいブラ

ッシュアップする機会を作りました。これらの具体

的な方法については、別の機会に詳しくお伝えでき

ればと思います。（中澤） 

(2) 全学⾃由研究ゼミナール/⾼度教養特殊演習: オ
ープン教材をつくろう！ 

「オープン教材をつくろう！」（担当教員：中澤

明子）では、オープンエデュケーションやオープン

教材の定義・特徴・事例を、ゲスト講義を交えなが

ら学んだ後、教材設計理論を学んだうえで、オープ

ンエデュケーションやオープン教材について学べる

教材を作り、オープンエデュケーションやオープン

教材についての理解を深めることを目的としまし

た。昨年度までにも開講していた授業です。 
今回の授業では、学生は 3つのグループに分かれ
て教材づくりを行いました。出来上がった教材は、

学習の進み具合を可視化する工夫がなされた教材

や、自分たちなりに「オープンになっている教材」

を定義した教材、デザインを工夫して読みやすく書

かれた英語の教材で、今回も個性あふれるものとな

りました。受講生が作成した教材の一部を部門ウェ

ブサイトで公開しました。 至らぬ点もあるかと思い

ますが、ぜひご覧いただき、またご自身のオープン

エデュケーションに関する学習に役立てていただけ

ますと幸いです。（中澤） 
教材はこちらから→https://komex-ex.c.u-
tokyo.ac.jp/ja/news/?p=5383 

 

 
学⽣が作成した教材① 

（By 安部正健，A. S.，Z. H.，⼭本笙太 
CC BY NC 4.0 ） 

 
学⽣が作成した教材② 

（By Louis HORIGOME and Kaho SHIMIZU 
CC BY NC ND4.0） 
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(3) 全学⾃由研究ゼミナール/⾼度教養特殊演習:  
露ウ戦争を理論的に考える 

「露ウ戦争を理論的に考える」（担当教員：中村

長史）は、「授業で学んだ概念と事例を使いこな

して、ロシア・ウクライナ戦争（露ウ戦争）の構

図や原因、対応策を自分の頭で考えられるように

なる」ことを目的に本年度から開講したものです。 

戦争発生から 2 年が経ち、この間、メディアの

報道等を通じて日々の戦局について詳しく知る機

会は多くありました。一方、「戦争はなぜ起きた

のか」、「戦争はなぜ終わらないのか」、「戦争

は国際秩序にどのように影響するのか」といった

点について私たちの理解はどの程度深まっている

でしょうか。日々の戦局を追うのに精一杯で（あ

るいは倦み疲れて）、こうした点を深く考える機

会がなかったとすれば、私たちは「木を見て森を

見ず」といった状況になってしまっているのかも

しれません。戦争が私たちの感情を激しく揺さぶ

るものである以上、目の前の事態を追いかけるの

は自然なことではあります。しかし、「森」をも

捉えたいと思うならば、国際政治学における理論

研究の蓄積を使わない手はありません。一般的・

抽象的な思考を学んだうえで、それを活かして露

ウ戦争という個別具体的な事案を考えたい―そう

したニーズに応えるために開講しました。 

以上の問題意識を踏まえ、具体的には、以下の

ような 3部構成で 13 回の授業を進めました。 

 

第 1回 ガイダンス 

 

【第 1 部 戦争原因論】  
第 2 回 露ウ戦争の年表づくり①（開戦前） 
第 3 回 戦争はなぜ起こるのか① 
第 4 回 戦争はなぜ起こるのか② 
第 5回 戦争はなぜ起こるのか③ 
            
【第 2 部 戦争終結論】  
第 6回  露ウ戦争の年表づくり②（開戦後） 
第 7回  戦争はなぜ終わらないのか① 
第 8回  戦争はなぜ終わらないのか② 
第 9回  戦争はなぜ終わらないのか③ 
 

【第 3 部 国際秩序論】  
第 10 回 戦争は国際秩序にどう影響するのか① 
第 11 回 戦争は国際秩序にどう影響するのか② 
第 12 回 戦争は国際秩序にどう影響するのか③ 
 

第 13 回 まとめ 
 

各回は、基本的に以下のような 6 段階を踏んで

進行しました。 

 

①前回の授業に関するコメントシートを踏まえ

た議論 

②キーワード（概念）についての講義 

③キーワードを露ウ戦争（事例）に適用して考

える個人ワーク 

④同課題についてのグループワーク 

⑤同課題についての教室全体での議論 

⑥次回までにコメントシートを授業外に完成さ

せる 

 

「講義での理論の理解→演習での事例への当て

はめ」という流れ、「個人ワーク→グループワー

ク→全体での共有（Think-pair-share）という手

順を一貫させたことで、受講者は回を追うごとに

議論に慣れていったように思われます。 
露ウ戦争への関心の高さを反映し、受講者数は当

初想定していた定員を大きく超えました。その分、

ひとりひとりのコメントシートの添削を必ずしも十

分にできなかった点が教員の課題として残りました。

次年度以降も試行錯誤を重ねながら開講していけれ

ばと考えています。（中村） 
 

ワークショップの開催 
学内外へのアクティブラーニングの普及を目指し

て定期的にワークショップを企画・開催していま

す。2024年 9月は、学内向けに以下のワークショッ

プを開催しました。 

駒場アクティブラーニングワークショップ「授業
での⽣成 AI活⽤の試⾏錯誤と学習活動のデザイ
ン」（2024年 9⽉ 13⽇） 

東大で授業を担当されている先生方を対象に、駒

場アクティブラーニングワークショップ「授業での

生成 AI活用の試行錯誤と学習活動のデザイン」を対

面で開催し、14 名の方が参加されました。前回から

引き続き生成 AIの活用を取り上げました。 

 
ワークショップの様⼦ 

ワークショップの趣旨説明を行った後、自己紹介

と導入ワークを行いました。導入ワークでは、参加

者が、授業をする時に大切にしているポイントを生

成 AIに尋ね、得られた回答について自分の考えと合

致するもの、そうでないものを考えてもらい、自己

紹介と合わせてグループで共有しました。 
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導⼊ワークの様⼦ 

その後、ミニレクチャとしてアクティブラーニン

グでの生成 AIの活用の方針と昨年度からの実践での

試行錯誤を講師の中澤が説明しました。具体的に

は、生成 AIを使用した学習活動を行うためのワーク

シートの変更と今年度の実践での学生の反応や講師

の感想を共有しました。 
休憩を挟んで後半は、学習活動と教材をデザイン

する際のポイントを確認した上で、参加者自身が自

分の授業の 1 コマもしくは課題を想定して、どのよ

うな目的で生成 AIを使い、どのようなワークやワー

クシートを用意するのかを考えました。その後、参

加者は考えた内容をグループで共有し、互いにコメ

ントし合いました。 
最後にワークショップのふり返りとして、参加者

が新たに出てきた疑問・知りたいことをグループで

共有し、ワークショップを終えました。 

 
ふり返りワークの様⼦ 

ワークショップ後のアンケート（13 名が回答）で

は、どのような場面で活用しようと考えているかに

ついて「次学期の授業で活かしたい」、「授業で叩

き台のアイディアを出すときに活用したい」など、

具体的な記述が見られました。一方、後半のワーク

をより充実することや、3時間というワークショッ

プの所要時間が長く感じたといった改善点も挙げら

れました。今後も引き続き有用な情報を提供する機

会としてワークショップを企画・開催していきたい

と思います。（中澤） 

u 今後の活動予定 
2024年度 Aセメスターも授業を開講し、引き続き

アクティブラーニング型授業モデルの検討・開発を

行っています。また 2025年 2〜3月に再びワークシ

ョップを開催する予定があります。オンライン授業

や部門の活動に関する情報は、部門ウェブサイト

（https://komex-ex.c.u-tokyo.ac.jp/ja/）で発信して

いきますので、ぜひご覧いただければと思います。

ワークショップへの参加もお待ちしております。  
 

u 書籍『つくって学ぶアクティブラーニン
グ』のお知らせ 
授業の開講を通して行なっているアクティブラー

ニング型授業のモデル開発のうち、「つくって学ぶ

授業」に関する書籍が 2025年 2月に刊行されま

す。（本ニュースレターVol.10, No. 2でも詳細をお

伝えしております。） 
書籍では、「つくって学ぶ授業」として、学生が

教材をつくる事例、授業をつくる事例、ワークショ

ップをつくる事例を知ることができます。また、い

わゆるアクティブラーニング型授業を進める際の試

行錯誤についてもお伝えしています。「つくって学

ぶ授業」に関心がある方だけでなく、広く多くの方

に参考となる書籍になればと考えています。 

 

（奥付） 
〇発行年月日：2024 年 12月 25 日 
〇発行：東京大学 大学院総合文化研究科・教養 
学部 附属教養教育高度化機構 EX 部門 
若杉桂輔・中澤明子・中村長史 
〇連絡先：dalt@kals.c.u-tokyo.ac.jp 
〇Webサイト：https://komex-ex.c.u-tokyo.ac.jp/ja/ 
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東京大学大学院総合文化研究科・教養学部の教員の任期に関する規則の一部を改正する規則（案） 

 

改正理由：既に導入している教員の任期制の教育研究組織等の見直し等を行うことに伴い、所要の改正を行うものである。 

現   行 改   正 

（略） 

別表 

部

局

名 

専攻(施設)、講座

(部門)、分野等 

対 象 と

なる職 
任期 再任に関する事項 

大

学

院

総

合

文

化

研

究

科 

（略） 

広域科学専攻物質

設計学講座機能性

高分子化学分野 

准教授 

講 師 

５年。 再任可。ただし、１回限

りとする。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  （略）  

広域科学専攻機能

解析学講座生命動

態解析学分野 

助 教 ５年。ただし、

令 和 １ １ 年 ９

月 ３ ０ 日 を 超

え る こ と は で

きない。 

再任可。ただし、１回限

りとし、再任後の任期は

令和１１年９月３０日

を超えることができな

い。 

（略） 

別表 

部

局

名 

専攻(施設)、講座

(部門)、分野等 

対 象 と

なる職 
任期 再任に関する事項 

大

学

院

総

合

文

化

研

究

科 

（略） 

広域科学専攻物質

設計学講座機能性

高分子化学分野 

准教授 

講 師 

５年。 再任可。ただし、１回限り

とする。 

広域科学専攻国際

研究先端大講座先

端領域分野Ⅱ 

准教授 ３年 再任可。ただし、1 回限り

とする。 

超域文化科学専攻

文化コンプレクシ

ティ講座比較思想

分野 

講 師 ５年。ただし、

令和１２年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任不可。 

  （略）  

広域科学専攻機能

解析学講座生命動

態解析学分野 

助 教 ５年。ただし、

令和１１年９

月３０日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、１回限り

とし、再任後の任期は令和

１１年９月３０日を超え

ることができない。 
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2 
 

 

 

 

 

 

   

広域科学専攻物質

計測学講座物理化

学分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、２回限

りとし、再任の場合の任

期は２年とする。 

 

 

 

   

広域科学専攻物質

設計学講座高強度

光科学分野 

助 教 ５年。ただし、

令 和 ７ 年 ３ 月

３ １ 日 を 超 え

る こ と は で き

ない。 

再任不可。 

 

 

 

 

 

   

広域科学専攻物質

設計学講座物性物

理学分野 

助 教 ４年。ただし、

令 和 ７ 年 ３ 月

３ １ 日 を 超 え

る こ と は で き

ない。 

再任不可。 

広域科学専攻機能

解析学講座機能性

分子合成学分野 

 

助 教 ５年。ただし、

令和１７年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、１回限り

とし、再任後の任期は令和

１７年３月３１日を超え

ることができない。 

広域科学専攻物質

計測学講座物理化

学分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、２回限り

とし、再任の場合の任期は

２年とする。 

広域科学専攻物質

計測学講座分子化

学分野 

助 教 ３年 再任可。ただし、１回限り

とし、再任の場合の任期は

２年とする。 

（削除） 

 

 

 

 

   

広域科学専攻物質

設計学講座高強度

光科学分野Ⅱ 

助 教 ２年。ただし、

令和９年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 

（削除） 
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広域科学専攻物質

設計学講座量子科

学分野 

助 教 ５年 再任不可。 

 

 

 

 

 

   

広域科学専攻基礎

システム学講座天

体物理学分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、１回限

りとし、再任の場合の任

期は３年とする。 

 

 

 

 

 

   

  （略）  

附属グローバル地

域研究機構アメリ

カ太平洋地域研究

センター 

助 教 ３年 再任不可。 

 

 

 

 

 

   

広域科学専攻物質

設計学講座量子科

学分野 

助 教 ５年 再任不可。 

広域科学専攻物質

設計学講座無機化

学分野 

助 教 ４年 再任可。ただし、２回限り

とし、再任の場合の任期は

１回目にあっては３年、２

回目にあっては２年とす

る。 

広域科学専攻基礎

システム学講座天

体物理学分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、１回限り

とし、再任の場合の任期は

３年とする。 

広域科学専攻基礎

システム学講座一

般宇宙地球分野 

助 教 ３年。ただし、

令和１０年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任不可。 

  （略）  

附属グローバル地

域研究機構アメリ

カ太平洋地域研究

センター 

助 教 １年 再任可。ただし、２回限り

とする。 

附属グローバルコ

ミュニケーション

研究センター教育

プログラム連携実

施部門 

講 師 １年 再任可。ただし、３回限り

とし、再任の場合の任期は

３年とする。 
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  （略）  

附属グローバルコ

ミュニケーション

研究センター日本

語教育開発実施部

門Ⅲ 

准教授 

講 師 

５年。ただし、

令 和 １ ４ 年 ３

月 ３ １ 日 を 超

え る こ と は で

きない。 

再任可。ただし、１回限

りとし、再任後の任期は

令和１４年３月３１日

を超えることができな

い。 

  （略）  

   （略）  

     
 

  （略）  

附属グローバルコ

ミュニケーション

研究センター日本

語教育開発実施部

門Ⅲ 

教 授 

准教授 

講 師 

５年。ただし、

令和１４年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、１回限り

とし、再任後の任期は令和

１４年３月３１日を超え

ることができない。 

  （略）  

   （略）  
 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。 
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東京大学大学院総合文化研究科に置かれる講座の組織を定める内規の一部を改正する規則（案） 

 

改正理由：分野の新設に伴い、所要の改正を行うものである。 

現   行 改   正 

（略） 

第２条 講座に次に掲げる分野を置く。 

専 攻 名  講 座 名  分 野  

（略） 

超域文化科学

専攻 

（略） 

文化コンプレクシティ講座  

（略） 

（略） 

広域科学専攻 （略） 

機能解析学講座 （略） 

 生命動態解析学分野 

  

物質計測学講座 （略） 

 物理化学分野 

  

物質設計学講座 （略） 

 量子科学分野 

  

基礎システム学講座 （略） 

（略） 

第２条 講座に次に掲げる分野を置く。 

専 攻 名  講 座 名  分 野  

（略） 

超域文化科学

専攻 

（略） 

文化コンプレクシティ講座 比較思想分野 

（略） 

（略） 

広域科学専攻 （略） 

機能解析学講座 （略） 

 生命動態解析学分野 

 機能性分子合成学分野 

物質計測学講座 （略） 

 物理化学分野 

 分子化学分野 

物質設計学講座 （略） 

 量子科学分野 

 無機化学分野 

基礎システム学講座 （略） 
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 系外惑星科学分野 

  

（略） 
 

 系外惑星科学分野 

 一般宇宙地球分野 

（略） 
 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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東京大学における教員の任期に関する規則の一部を改正する規則（案）（令和 年 月 日東大規則第  号） 

 

改正理由：大学院総合文化研究科において、既に導入している教員の任期制の教育研究組織等の見直しを行うことに伴い、所要の改正を行うものである。 

 

現    行 改    正 

 

別表 

 （略）     
 

別表 

 （略）     

  教育研究組織 対象と 

なる職 
任期 

再任に関する事

項 

根拠規定    教育研究組織 対象と 

なる職 
任期 

再任に関する事

項 

根拠規定  

  部局名 専攻、講座、研究部門等    部局名 専攻、講座、研究部門等  

   （略）        （略）     

 大学院総合文

化研究科 

 （略）      大学院総合文

化研究科 

 （略）     

 
広域科学専攻物質設計学講座機

能性高分子化学分野 

准教授 

講 師 

５年 再任可。ただし、

１回限りとする。 

法第４条第１

項第１号 

 
 

広域科学専攻物質設計学講座機

能性高分子化学分野 

准教授 

講 師 

５年 再任可。ただし、

１回限りとする。 

法第４条第１

項第１号 
 

 
      

 
広域科学専攻国際研究先端大講

座先端領域分野Ⅱ 

准教授 ３年 再任可。ただし、

1 回限りとする。 

法第４条第１

項第１号 
 

 

      

 

超域文化科学専攻文化コンプレ

クシティ講座比較思想分野 

講 師 ５年。ただし、

令和１２年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

 

  （略）       （略）     

 

広域科学専攻機能解析学講座生

命動態解析学分野 

助 教 ５年。ただし、

令和１１年９

月３０日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、

１回限りとし、再

任後の任期は令

和１１年９月３

０日を超えるこ

とができない。 

法第４条第１

項第１号 

  広域科学専攻機能解析学講座生

命動態解析学分野 

助 教 ５年。ただし、

令和１１年９

月３０日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、

１回限りとし、再

任後の任期は令

和１１年９月３

０日を超えるこ

とができない。 

法第４条第１

項第１号 

 

 

         広域科学専攻機能解析学講座機

能性分子合成学分野 

 

助 教 ５年。ただし、

令和１７年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、

１回限りとし、再

任後の任期は令

和１７年３月３

１日を超えるこ

とができない。 

法第４条第１

項第１号 

 

  広域科学専攻物質計測学講座物 助 教 ５年 再任可。ただし、 法第４条第１    広域科学専攻物質計測学講座物 助 教 ５年 再任可。ただし、 法第４条第１  
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2/3 

理化学分野 ２回限りとし、再

任の場合の任期

は２年とする。 

項第２号 理化学分野 ２回限りとし、再

任の場合の任期

は２年とする。 

項第２号 

 

         広域科学専攻物質計測学講座分

子化学分野 

助 教 ３年 再任可。ただし、

１回限りとし、再

任の場合の任期

は２年とする。 

法第４条第１

項第１号 
 

 

 広域科学専攻物質設計学講座高

強度光科学分野 

助 教 ５年。ただし、

令和７年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第２号 

   （削除）     

 

 

         広域科学専攻物質設計学講座高

強度光科学分野Ⅱ 

助 教 ２年。ただし、

令和９年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

 

 

 広域科学専攻物質設計学講座物

性物理学分野 

助 教 ４年。ただし、

令和７年３月

３１日を超え

ることはでき

ない。 

再任不可。 法第４条第１

項第２号 

   （削除）     

 

 

 広域科学専攻物質設計学講座量

子科学分野 

助 教 ５年 再任不可。 法第４条第１

項第１号 

   広域科学専攻物質設計学講座量

子科学分野 

助 教 ５年 再任不可。 法第４条第１

項第１号 
 

 

         広域科学専攻物質設計学講座無

機化学分野 

助 教 ４年 再任可。ただし、

２回限りとし、再

任の場合の任期

は１回目にあっ

ては３年、２回目

にあっては２年

とする。 

法第４条第１

項第１号 

 

 
 広域科学専攻基礎システム学講

座天体物理学分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、

１回限りとし、再

法第４条第１

項第１号 

   広域科学専攻基礎システム学講

座天体物理学分野 

助 教 ５年 再任可。ただし、

１回限りとし、再

法第４条第１

項第１号 
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任の場合の任期

は３年とする。 

任の場合の任期

は３年とする。 

 

         広域科学専攻基礎システム学講

座一般宇宙地球分野 

助 教 ３年。ただし、

令和１０年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任不可。 法第４条第１

項第１号 

 

   （略）        （略）     

 
 附属グローバル地域研究機構ア

メリカ太平洋地域研究センター 

助 教 ３年 再任不可。 法第４条第１

項第２号 

   附属グローバル地域研究機構ア

メリカ太平洋地域研究センター 

助 教 １年 再任可。ただし、

２回限りとする。 

法第４条第１

項第２号 
 

 

         附属グローバルコミュニケーシ

ョン研究センター教育プログラ

ム連携実施部門 

講 師 １年 再任可。ただし、 

３回限りとし、再

任の場合の任期

は３年とする。 

法第４条第１

項第１号 
 

   （略）        （略）     

 

 附属グローバルコミュニケーシ

ョン研究センター日本語教育開

発実施部門Ⅲ 

准教授 

講 師 

５年。ただし、

令和１４年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、

１回限りとし、再

任後の任期は令

和１４年３月３

１日を超えるこ

とができない。 

法第４条第１

項第１号 

   附属グローバルコミュニケーシ

ョン研究センター日本語教育開

発実施部門Ⅲ 

教 授 

准教授 

講 師 

５年。ただし、

令和１４年３

月３１日を超

えることはで

きない。 

再任可。ただし、

１回限りとし、再

任後の任期は令

和１４年３月３

１日を超えるこ

とができない。 

法第４条第１

項第１号 

 

   （略）        （略）     

   （略）        （略）     

                

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行し、同日以降に任命される者について適用する。 
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4．各学科等教務関係内規 

（令和 67 年 4 月以降の進学生に適用する。） 

 

(1) 教養学科 

１．単位の認定 

(1) 単位の認定は，セメスターごとに行われ，セメスター当初に履修登録した科目名によって行う。 

(2) 修了試験の方法については，担当教員が指示する。 

 

２．履修科目の届出 

(1) 指定する期間内に，所定の方法により履修科目の登録をしなければならない。 

(2) 登録後の履修科目の追加及び変更については，これを認めない。 

 

３．重複履修 

同一科目の重複履修については，これを認めない。 

 

４．言語科目の振替 

前期課程の第三外国語のうち，初修のものを後期課程進学後に履修した場合，４単位までを後期課程の言語科目

（言語共通科目及び言語専門科目を指す。以下同様）の単位として認定することができる。 

 

５．卒業論文 

(1) 卒業年度の学生は，所定の期間内に，教務課後期課程チームに卒業論文題目の届出をしなければならない。届

け出る論文題目は主題に限ることとする。 

また，総合社会科学分科の学生は，所定期間中に卒業論文の予定題目を提出しなければならない。提出期間等

の詳細については，分科の卒業論文ガイダンスにて指示する。 

(2) 卒業論文は，所定の期間内に教務課後期課程チームに提出しなければならない。 

(3)  卒業論文の体裁については，分科ないしはコースが指示する。 

(4)  国際日本研究コースについては，別に定める。 

 

６．転学科・転分科・転コース 

本学科の学生は原則として転学科，転分科及び転コースをすることができない。 

 

７．サブメジャー・プログラム 

(1) 学生は所属するコースの他にサブメジャー・プログラムを選択することができる。 

サブメジャー・プログラムを選択する場合，所定の期間内に届出をしなければならない。 

ただし，届出の際には所属するコースの主任及び選択するサブメジャー・プログラムの責任者の許可を得なけ

ればならない。 

 

(2) 地域文化研究分科の各コースをサブメジャー・プログラムとする場合，各コースが以下で指定する言語を 

6 単位（所属するコースにおいて，既に取得した当該言語の単位数を含む。）以上取得しなければならない。 

イギリス研究コース：英語 

フランス研究コース：フランス語 

ドイツ研究コース：ドイツ語 

ロシア東欧研究コース：ロシア語 

イタリア地中海研究コース：イタリア語（6 単位），もしくはギリシャ語あるいはラテン語（6 単位） 

北アメリカ研究コース：英語 

ラテンアメリカ研究コース：スペイン語あるいはポルトガル語 

アジア・日本研究コース：アジア諸語 

韓国朝鮮研究コース：韓国朝鮮語 

上記単位は，卒業に必要な言語科目の一部として取得するものとする。 

なお，コースの組み合わせによっては，卒業要件を超えて言語科目を履修しなければならないこともある。 

ただし，国際日本研究コース・国際環境学コースに所属する学生がイギリス研究コースまたは北アメリカ研究
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コースをサブメジャー・プログラムの対象として選択する場合には，上記の英語言語科目要件は適用しない。 

 

(3) 地域文化研究分科の学生は，指定されたサブメジャー・プログラム以外に，原則として教養学科，学際科学科

及び統合自然科学科の科目を，あるテーマのもとに有意義に組合せ，それをカスタマイズ型のサブメジャー・プ

ログラムとすることができる。届出の際には，所属するコースの主任及び地域文化研究分科の教務委員の許可を

得なければならない。 

なお，カスタマイズ型のサブメジャー・プログラムの届出は，3 年生のみ受け付けるものとする。 

 

(4) 届け出たサブメジャー・プログラムの変更及びカスタマイズ型サブメジャー・プログラムの届出科目の変更は，

やむを得ない事情がある場合の他は認められない。 

これらの変更は，コース主任及びその選択するサブメジャー・プログラムの責任者の許可を得なければならな

い。また，卒業年度の所定の期間内に行わなければならない。 

 

８．科目の履修について  

(1)  本学科を卒業するためには，次の単位を含む76単位以上を取得しなければならない。  

① 高度教養科目 所属分科・コースごとに定める単位数  

② 言語科目 言語共通科目及び言語専門科目から各分科・コースごとに定める単位数  

③ コース科目 所属するコースごとに定める単位数  

④ 卒業論文 10単位  

 

(2) 高度教養科目から取得すべき単位数は，所属分科・コースごとに次の各号に定めるとおりとする。なお，後

期国際研修及び海外研修の履修については所属分科・コースの指示に従うこと。また，本学科サブメジャー・

プログラム，学際科学科サブプログラム，統合自然科学科サブプログラム又は学融合プログラムを１プログラ

ム以上修了することをもって，次の各号に定める単位数を取得したものとみなすことができる。 

① 超域文化科学分科・地域文化研究分科・総合社会科学分科の各コース 

  6単位以上。ただし，所属分科が提供する高度教養科目（超域文化科学高度教養，地域文化研究高度教養又は

総合社会科学高度教養）は2単位を上限として取得すべき単位数に含めることができる。また，後期教養教育

科目は4単位まで高度教養科目の取得単位に含めることができる。 

② 国際日本研究コース 

   4単位以上 

 

(3)  言語科目から取得すべき単位数は，所属分科及びコースごとに次の各号に定めるとおりとする。ただし，言

語共通科目のうち「英語」については，6単位を取得上限とする。  

①  超域文化科学分科  

各コースの定める単位を超えて取得した言語科目の単位数は，6単位を上限に卒業に必要な76単位に含めること

ができる。  

(ア) 文化人類学コース  

14単位以上（2言語以上を履修しなければならない。）  

(イ) 表象文化論コース  

22単位以上（同一言語12単位以上を含め，2言語以上を履修しなければならない。）  

(ウ) 比較文学比較芸術コース  

22単位以上（ある同一言語10単位以上，それ以外の同一言語6単位以上をそれぞれ取得しなければならない。）  

(エ) 現代思想コース  

20単位以上（同一言語10単位以上を含め，2言語以上を履修しなければならない。）  

(オ) 学際日本文化論コース  

18単位以上（2言語以上を履修しなければならない。）  

(カ) 学際言語科学コース  

18単位以上（2言語をそれぞれ6単位以上取得しなければならない。3言語以上を履修する場合，3つ目の言語か

らは最低取得単位を定めない。）  

(キ) 言語態・テクスト文化論コース  

20単位以上（2言語をそれぞれ6単位以上取得しなければならない。また，言語専門科目を6単位以上取得するこ

と。3言語以上を履修する場合，3つ目の言語からは最低取得単位を定めない。）  
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② 地域文化研究分科  

22 単位を超えて取得した言語科目の単位数は，4 単位を上限に卒業に必要な 76 単位に含めることができる。な

お，下記で「同一言語」とのみ指定のある部分については，コース主任に選択する言語を申請し承認を得なくて

はならない。 

(ア) イギリス研究コース  

22単位以上（英語を18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。)  

(イ) フランス研究コース  

22単位以上（フランス語を18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。)  

(ウ) ドイツ研究コース  

22単位以上（ドイツ語を18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。)  

(エ) ロシア東欧研究コース  

22単位以上（ロシア語を18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。ただし，ロシ

ア語以外の言語で卒業論文を提出する者は，ロシア語14単位以上，それ以外の同一言語4単位以上を含む22単位

以上を取得しなければならない。)  

(オ) イタリア地中海研究コース  

22単位以上（イタリア語，ギリシャ語及びラテン語を合わせて18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取

得しなければならない。)  

(カ) 北アメリカ研究コース  

22単位以上（同一言語を18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。)  

(キ) ラテンアメリカ研究コース  

22単位以上（スペイン語及びポルトガル語を合わせて18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなけ

ればならない。)  

(ク) アジア・日本研究コース  

22単位以上（アジア諸語を16単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。)  

(ケ) 韓国朝鮮研究コース  

22単位以上（韓国朝鮮語を18単位以上，それ以外の同一言語を4単位以上取得しなければならない。) 

③  総合社会科学分科  

8単位を超えて取得した言語科目の単位数は，8単位を上限に卒業に必要な76単位に含めることができる。  

(ア) 相関社会科学コース  

8単位以上 

(イ) 国際関係論コース  

8単位以上 

④  国際日本研究コース  

10単位以上。10単位を超えて取得した言語科目の単位数は，卒業に必要な76単位に含めることができる。な

お，履修すべき言語等は，コース主任の承認を得なければならない。  

 

(4) コース科目から取得すべき単位数は，所属分科及びコースごとに次の各号に定めるとおりとする。 

① 超域文化科学分科  

(ア) 文化人類学，表象文化論，比較文学比較芸術，学際日本文化論の各コース， 所属コース科目から28単位

以上  

(イ) 現代思想，言語態・テクスト文化論の各コース，所属コース科目から26単位以上  

(ウ) 学際言語科学コース，所属コース科目から30単位以上  

②地域文化研究分科 所属コース科目から22単位以上  

③総合社会科学分科 所属コース科目から40単位以上  

④国際日本研究コース 所属コース科目から34単位以上  

 

(5) 地域文化研究分科における卒業論文の言語は，所属コースごとに次のとおりとする。  

① イギリス研究コース 英語  

② フランス研究コース フランス語  

③ ドイツ研究コース ドイツ語  

④ ロシア東欧研究コース 原則としてロシア語  
- 34 -



⑤ イタリア地中海研究コース 原則としてイタリア語，ラテン語，フランス語，  

ドイツ語又は英語のいずれか  

⑥ 北アメリカ研究コース 英語  

⑦ ラテンアメリカ研究コース 原則としてスペイン語又は日本語  

⑧ アジア・日本研究コース 日本語又はアジア諸語  

⑨ 韓国朝鮮研究コース 日本語又は韓国朝鮮語  

 

(6) 本学科サブメジャー・プログラム，学際科学科サブプログラム，統合自然科学科サブプログラム又は学融合プ

ログラムにより取得した単位を，卒業に必要な76単位に含めることができる。 

 

(7) 卒業に必要な76単位には，教職課程科目，特設科目並びに他学科及び他学部の授業科目の単位数を含めること

ができる。全学部共通授業科目についても，コース主任の承認を得ることにより，卒業に必要な上記単位数に

含めることができる。 

 

(8) 本学科，学際科学科又は統合自然科学科の卒業要件を満たした上で，サブメジャー・プログラムが定める単位

を取得した者には，当該プログラムの修了を認定する。 
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２０２５年度総務委員会及び拡大教授会開催日程等（案） 
 
１ 開催日程 
 
    総 務 委 員 会        総務委員会及び拡大教授会 
 
 ２０２５年 ４月 ３日（木）      ２０２５年 ４月１７日（木） 
 
                     ２０２５年 ５月１５日（木） 
 
 ２０２５年 ６月 ５日（木）      ２０２５年 ６月１９日（木） 
 
 ２０２５年 ７月 ３日（木）      ２０２５年 ７月１７日（木） 
 
 ２０２５年 ９月 ４日（木）      ２０２５年 ９月１８日（木） 
 
 ２０２５年１０月 ２日（木）      ２０２５年１０月１６日（木） 
 
 ２０２５年１１月 ６日（木）      ２０２５年１１月２０日（木） 
 
 ２０２５年１２月 ４日（木）      ２０２５年１２月１８日（木） 
 
                     ２０２６年 １月１５日（木） 
 
 ２０２６年 ２月 ５日（木）      ２０２６年 ２月１９日（木） 
 
                     ２０２６年 ３月１２日（木） 
 
 
２ 開催時刻及び会場 
 
 ○総務委員会 
  開催時刻 １３：１５  会場： Zoom での遠隔会議 
 
 ○拡大教授会 
  開催時刻 １５：００  会場： Zoom での遠隔会議 
              ※研究科長が別途指定する日については、 

対面及び Zoom のハイブリッド形式で開催 

することがある。 
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